
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭数 

R７.５.３０ 

さいたま市立辻小学校 

№５ 

「鬼
おに

の霍乱
かくらん

」ということわざがあります。「霍乱
かくらん

」とは、熱 中 症
ねっちゅうしょう

のような症 状
しょうじょう

が出
で

ることで、

体
からだ

が強
つよ

く健康
けんこう

な人
ひと

も夏
なつ

の暑
あつ

さにはかなわないことを表
あらわ

します。今年
こ と し

も夏
なつ

が近
ちか

づいてきました。

軽
かる

い運動
うんどう

で少
すこ

しずつ暑
あつ

さに慣
な

らし、十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

とこまめな水分
すいぶん

補給
ほきゅう

を心
こころ

がけ、元気
げ ん き

に夏
なつ

を過
す

ごし

ましょう。 

つめを切
き

りましょう 

早
は や

めにふとんに入
は い

り、 

たくさんねましょう 

 

定期健康診断の結果、疾病や異常の疑いがあった

場合に「結果のお知らせ」をお渡ししました。未受

診の場合、プールに入れないこともありますので、

早めに受診していただき、「結果のお知らせ」を学校

まで提出してください。 

ほけんだよりは両面印刷 

です。裏面もご覧ください。 



 

 

 

 

 

 
 6月
がつ

いっぱいは辻
つじ

小学校
しょうがっこう

の 

歯
は

と口
く ち

の健康
けんこう

週間
しゅうかん

です 

 

世界
せ か い

記録
き ろ く

を載
の

せるギネスブッ

クには世界
せ か い

で一番
いちばん

流行
りゅうこう

している

病気
びょうき

が載
の

っています。それはなん

と…『歯
し

周 病
しゅうびょう

』だそうです。 

歯
し

周 病
しゅうびょう

は日本人
にほんじん

が歯
は

を 失
うしな

う

原因
げんいん

の第
だい

１位
い

。永久歯
えいきゅうし

は一度
い ち ど

失
うしな

うと二
に

度
ど

と生
は

えてきません。 

歯
は

みがきって大事
だ い じ

です 

ね。食
た

べたらしっか 

り、歯
は

をみがき 

ましょう。 

６月の保健行事 
２日（月）尿検査２次提出 

５日 (木) 歯科健診  

５組、１・３・５年生 

 26 日（木）学校歯科巡回指導（５年生）  

６月のほけんもくひょう 

歯
は

を大切
たいせつ

にしよう 

６月中に、全学年で各クラス、「歯科保健指導」

を行います。年齢によってむし歯になりやすい

歯の部位や歯周病になりやすさのリスクが違う

ため、学年に合わせた指導を行います。 

授業の中では「歯垢染め出し剤」を使い、みが

き残しの有無を観察します。成分にアレルギー

があるお子さんは使用せず行います（詳細は別

紙参照）。心配な方は事前にご連絡ください。 

なお１年生のみ、ご家庭での染め出しを行いま

すので、ご協力をお願いします（詳細は６月初旬

に配付予定のお手紙をご覧ください）。 

５月
がつ

下旬
げじゅん

の寒暖差
か ん だ ん さ

から、体調
たいちょう

を崩
くず

している人
ひと

が多
おお

く見
み

られます。症 状
しょうじょう

としては頭痛
ず つ う

、嘔吐
お う と

、腹痛
ふくつう

、

発熱
はつねつ

、なんとなく気持
き も

ち悪
わる

くてだるい、などです。 

本来
ほんらい

ならば今
いま

の時期
じ き

は「暑熱
しょねつ

順化
じゅんか

」といい、気温
き お ん

に合
あ

わせて少
すこ

しずつ汗
あせ

をかき、体
からだ

が熱
あつ

さに慣
な

れて

いく時期
じ き

です。 

この激
はげ

しい気温差
き お ん さ

に体
からだ

を慣
な

らし、休
やす

めるために

は「ぬるめのお風呂
ふ ろ

にゆっくりつかる」と効果的
こうかてき

で

す。弱
よわ

まった自律
じ り つ

神経
しんけい

を休
やす

め、体
からだ

の免疫力
めんえきりょく

もあが

り、ついでに汗
あせ

もかける、手軽
て が る

な方法
ほうほう

です。 

たまにはゆっくり、お風呂
ふ ろ

につかって 

心身
しんしん

の疲
つか

れを癒
いや

しましょう。 

疲
つか

れた時
とき

は、思
おも

い切
き

って何
なに

もしないのもいいです

ね。自分
じ ぶ ん

の体
からだ

と、心
こころ

の声
こえ

を聞
き

いてあげましょう。 

 

 

 

 

 

 

学校でお薬を服用する必要がある場合は、 

① 保護者の方からの依頼があること（連絡帳等） 

② 児童本人が服薬・服用できること 

を原則とします。上記２点に該当しない場合、学校で

の服用をお断りする場合があります。 

また場合によっては、薬局でもらえる薬の状況提供

書のコピーの提出をお願いすることもあります。 

薬は処方された本人が、用法用量を守って、正しく

服用することが大切です。お子様の健康と安全を守る

ためにも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

保護者の方へ 

保健室からのおねがい 


